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自立訓練の主な対象者 
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サービス 対象者 定員 期間 サービス内容 

生活訓練 

主に高次脳機能障害
のある方で、自立した
生活を送るために訓
練を必要とする方 

３０名 
２４か月 
以内 

（原則） 

・生活リズムの確立 
・生活管理能力の向上 
・社会生活技能の向上 
・代償手段の獲得 
・作業耐性の向上 

  ・社会生活技能 
  ・スケジュール管理 
  ・農園芸 
  ・調理 
  ・リハスポーツ 
  ・レクリエーション 等 
 

  ・身辺管理 
  ・家事動作 
  ・移動 
  ・コミュニケーション 
  ・作業療法 
  ・職業準備訓練 等 

集団訓練 個別訓練 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

生活訓練の概要 



目 標 

●スケジュールの自己管理 
予定表や携帯電話等を活用しなが
ら、日課に沿った行動ができるよ
うにします。 

●社会生活技能の向上 
対人関係や日常生活を振り返り自己
認識を高めることで適切な対処方法
を身に付け、様々な場面で状況に応
じた行動ができるようにします。 

●生活管理能力の向上 
服薬管理、調理、洗濯、掃除、
公共交通機関の利用など、生活
に必要な活動を身に付けます。 

●作業能力の向上 
様々な作業場面を通じて、得意な
ことをいかしながら必要な代償手
段や環境、作業内容を具体化しま
す。 



 障害者総合支援法において、自立訓練（生活訓練）は、「当該
障害者の居宅において行う入浴、排泄及び食事等に関する自
立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相
談及びその他の必要な支援」（規則第６条の７第２号）を行うも
のと明記されている。 
 また、指定障害者支援施設等の人員の配置基準として、利用
者の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓練）を行う場合
は、当該訪問による自立訓練（生活訓練）を提供する生活支援
員を１人以上置くものとされている。 
  
 自立訓練（生活訓練）は、地域生活を営む上で、生活能力を
高めることを目的としており、生活訓練の中に訪問による支援
が位置づけられている。 

訪問訓練について 



 当センターの生活訓練における訪問による訓練の形態は、
大きく３つに分けられる。 
 
①利用開始時から慣れた環境である自宅を訪問して、訓練を
実施 
 
②通所による訓練を進める中で、訪問訓練のニーズが明らか
になり、訪問訓練に移行し訓練を実施 
 
③通所と訪問訓練を並行して実施 
  
 それぞれのニーズに合わせた形で柔軟に訪問によるサービ
ス提供を行っている。 
  

訪問訓練についての紹介 



訪問による訓練を実施した 
事例の紹介 



 Ａさん  
 発症前は専業主婦として家事を行っていたが、発症後は障
害の影響から、何を取り組むにも不安や自信のなさを訴え、
夫や夫の母に家事全般を任せ、外出の際は必ず家族が付
添いをしていた。 
 本人としては、不安を解消し、調理や買物など主婦としての
役割をこなしたい、近隣の喫茶店に単独で外出したいとの希
望が強かった。 
  本人の意向や障害状況をかんがみ、センターに通所して
訓練を実施するよりも、自宅での調理や掃除などの家事動
作に関する訓練や自宅内の環境設定、自宅近辺の外出訓
練が必要と考え、訪問訓練によるサービスを提供することと
した。 

利用までの経過 



  
 アセスメントの際には、本人の記憶や印象に残りや
すいキーワードや目印、ランドマーク等を支援の手掛
かりとして抽出を行った。 
 

アセスメント時のポイント 



（１）決められた場所への外出 

 ①一人で徒歩でスーパーに行く 

 ②一人で徒歩で喫茶店に行く 

 ③電車で喫茶店に行く 

 →手順書を活用し訓練を実施 

 

（２）調理 

 ①台所の環境設定 

  →台所に絵や文字のカードやシールを掲示 
 ②包丁、コンロを安全に使用する 

   →繰り返し訓練を実施 

 ③必要なサポートを明らかにする 

  →訓練でできるようになったことや課題を整理し   
ヘルパーに伝達 

支援内容 



（３）自宅の環境設定 

 ①掃除の効率化 

 →カードを作成 

 ②予定や約束の自己管理 

 →ホワイトボードの活用 

 

 ③外出時の持ち物チェック 

 →チェックリストの作成、玄関にカードのはり付け 

 

 ④コンセントの使用 

 →シールのはり付け 

  

 ⑤つめがうまく切れない 

  →電動爪やすりの紹介と使用練習 

 

支援内容 



 家族とやり取りができるよう連絡ノートを作成し、訓
練の目的や訓練の実施結果、環境調整した内容を共
有した。 
 
 訪問訓練を通じて、簡単な調理を単独で行うことを
目標とし、必要な部分は家事援助を導入することとし
た。家事援助を利用する際に、訪問訓練の成果がい
かせるように、訓練状況や環境設定の内容をヘル
パーと共有した。 

家族や支援者との連携 



支援結果 

（１）決められた場所への外出 

   徒歩圏内のスーパーへの移動は１か月程度で定着。徒歩圏内の喫茶店ま
での移動は、手順書やランドマークを確認し、安全に移動することが可能とな
った。電車を利用しての喫茶店までの移動も３か月でおおむね定着した。 

   訓練以外の場面で、定期通院している病院やスーパーに単独で外出する
ようになった。 

 

（２）調理 

   道具や材料の検索や片付けに掛かる時間が短縮。簡単な炒め物や煮込
み料理を調理することが可能となった。 

   昼食の準備や簡単なメニューについては単独で行っている。 

 

（３）自宅の環境設定 

   本人のニーズや課題に対する環境調整を行った結果、目標は達成した。ま
た、環境設定の手段や方法を夫が理解し、夫が実行するようになった。 



 環境調整と反復で訓練を行うことで、できることが明確になり、
自信を取り戻すことができた。 
 
 自信が付いたことによって、訪問訓練で実施した内容以外の
ことも自主的・積極的に取り組むことが増えた。 
  
 家族に対する依存も減り、家族の本人への支援や負担も軽
減し、夫が単独外出をする機会が増え、夫の母の家事サポート
の頻度が減った。   

支援結果 



 
 ニーズや必要な支援、環境のアセスメントをすること 

 
 本人の訓練に対する意欲を維持すること 

 
 定着に向け、繰り返し支援を行うこと 
 
 家族と訓練の内容や支援のポイントを共有し対応方法を 
   統一すること 

 
 

訪問訓練の支援のポイント 



 自宅への訪問訓練のみならず、利用者のニーズ
や訓練終了後の進路に合わせて、社会資源の利
用や社会参加に向けて、施設外でのアウトリーチ
支援も行っている。 
 
《主なアウトリーチ支援先》 
就労移行支援 
就労継続支援Ｂ型 
職場 
学校…など 

アウトリーチ支援について 



積極的に顔の見える支援者間の関係づくりを行うこと 
 
家族・支援者間で課題や支援のポイントを共有すること 

 
支援の際に役割を明確化し対応方法を統一すること 
 

アウトリーチ支援のポイント 



支援のポイント 
目標を絞り込み、課題を明らかにすること 
家族や支援機関と情報共有を行うこと 
代償手段や環境設定を行い繰り返し支援すること 
 
サービスのメリット 
慣れた環境で、実際の場面に即した支援ができる 
通所の際に得られる情報よりも多くの情報が得られる 
家族や進路先の関係者と具体的に支援方法の検討

ができる 
 

まとめ 
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